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（目的） 

第１条 この訓令は、関ケ原町職員（以下「職員」という。）が生成ＡＩを業務で利用する際に

遵守すべき基準を定め、情報漏えいや誤用、不適切な情報生成等のリスクを最小化し、安全か

つ効果的な活用を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この訓令において「生成ＡＩ」とは、大量のデータを学習し、人間が作成したかのよう

な文章、画像、音声等を生成する人工知能技術をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この訓令の対象は、全ての職員とする。 

２ この訓令の適用に当たっては、関ケ原町情報セキュリティ基本方針と整合を図るものとする

。 

（利用の基本原則） 

第４条 生成ＡＩの活用に当たっては、次に掲げる事項を重視しなければならない。 

（１） 情報セキュリティの確保 個人情報又は特定個人情報の保護を徹底し、情報漏えいを

防止すること。 

（２） 倫理的かつ透明性のある運用 利用目的や内容が透明性を有し、公平かつ公正である

こと。 

（３） 技術進展への対応 ＡＩ技術の進化や社会情勢の変化に応じ、柔軟に対応すること。 

（４） 法令等の遵守 関連する法規制を遵守すること。 

（利用の基準） 

第５条 職員は、生成ＡＩの利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） データ入力に関する事項 

ア 個人情報及び特定個人情報の入力禁止 個人情報（基本４情報、健康情報、銀行口座情

報等）を入力してはならない。特に、特定個人情報（個人番号を含む個人情報）は、いか

なる場合も入力してはならない。 

イ 知的財産権の侵害回避 他者の著作権、商標権、意匠権等を侵害する内容を入力しては

ならない。 

ウ 機密情報の入力禁止 第三者から提供された非公開情報、業務上知り得た機密情報及び

内部資料を入力してはならない。 

（２） 生成物の利用に関する事項 

ア 正確性の確認 生成された情報をそのまま利用せず、内容の正確性及び信頼性を確認し

なければならない。 



イ 加筆修正の義務 生成された文章や資料は、職員が内容を精査し、必要な修正及び追記

を行った上で利用しなければならない。生成物の最終的な責任は、当該職員が負うものと

する。 

ウ 生成物である旨の明記 生成ＡＩを利用して作成した成果物を公表する場合は、その旨

を明記しなければならない。 

エ 利用規約の遵守 利用する生成ＡＩサービスの利用規約を遵守しなければならない。 

（問題発生時の対応） 

第６条 情報漏えい、不適切な情報生成、システムトラブル等の問題が発生した場合は、速やか

に次の措置を講じなければならない。 

（１） 問題の報告 直ちに所属長へ報告し、問題の範囲及び影響を特定すること。 

（２） 緊急対応及び影響緩和 判明した問題に対し必要な措置を講じ、住民や関係者への説

明等の影響緩和に努めること。 

（３） 再発防止策の実施 原因究明を行い、運用手順やセキュリティ対策の見直しを図るこ

と。 

（セキュリティ対策） 

第７条 職員は、生成ＡＩの利用に当たり、次に掲げるセキュリティ対策を講じなければならな

い。 

（１） 機密情報の取扱制限 業務上の機密情報を、不特定多数に提供されるクラウドサービ

ス型の生成ＡＩに入力してはならない。 

（２） 国外サーバ利用時の注意 サーバが国外にあるサービスを利用する場合は、適用法令

及びデータの保管場所を確認し、リスクを考慮すること。 

（３） シャドーＩＴの禁止 組織の承認を得ていないアプリケーションやクラウドサービス

を業務に利用してはならない。 

（４） 研修の受講 情報セキュリティ研修を定期的に受講し、最新の知見習得に努めること

。 

（５） 安全な調達 生成ＡＩシステムの調達に当たっては、国が定める「行政の進化と革新

のための生成ＡＩの調達・利活用に係るガイドライン」等の基準を参照し、セキュリティ及

び品質を確保すること。 

（ガイドラインの改定） 

第８条 技術の進展、社会情勢及び法規制の変更等に対応するため、この訓令は必要に応じて見

直しを行うものとする。 

   附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 


